
適時開示体制の概要 

 

当社は、経営の健全性、透明性、効率化を高めることにより企業価値を高めることを基

本姿勢としております。投資家には、迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行う

べく、以下のような取り組みにて、日々対応しております。 

 

１． 開示する情報の基準 

当社は、投資家の皆様に、金融商品取引法及び東京証券取引所の「有価証券上場規

程及び同施行規則」に従い、投資家が有価証券の投資判断に影響を与える重要な会社情

報を正確かつ迅速に公開いたします。また、適時開示規則に該当する情報に加え、投資

家の皆様が投資判断を行うに際し、有益な情報も可能な範囲で積極的に開示いたします。 

 

２． 情報の取扱に関する社内体制 

当社は、投資家に対し適時適切な情報開示を行うため、社内規程として「内部情報管理

及び内部者取引防止規程」を定め、その規程に従い、当社及び当社グループに関する情

報を取り扱っています。 

各部署で発生した又は確定的な重要情報をもとに、情報管理責任者である経営管理部

長と当該重要情報の関連部署との協議の上、適時開示に対応しております。また、発生が

予想される事項についても情報管理責任者である経営管理部長と関連部署が事前に社

内協議の上対応しております。 

報告された情報に関しては、一次情報入手者から担当役員にいたるまで、内部情報管

理を徹底します。 

 

３． 情報開示の吟味 

当社は、社内で上記の判断を経た後、開示すべき情報に疑義が生じる事実につきまし

ては、東京証券取引所や弁護士、監査法人等々の外部機関に確認の上判断し、文書の

作成にあたっております。 

 

 

 


